
船舶事故調査報告書 
 

 

船 種 船 名 押船 ３８三協丸 

船舶番号  ２６０－４５５７６大阪 

総トン数  １９トン 

 

事 故 種 類 転覆 

発生日時  平成２５年５月２７日 １４時５０分ごろ 

発生場所  兵庫県洲本市生石鼻東方沖 

生石鼻灯台から真方位１１５°１.７km付近 

（概位 北緯３４°１５′ 東経１３４°５８′） 

 

 

平成２６年３月６日 

運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

押船３８三協
さんきょう

丸は、船長ほか甲板員２人が乗り組み、徳島県徳島小松島港から阪

神港大阪区に向けて航行中、平成２５年５月２７日１４時５０分ごろ、兵庫県洲本
す も と

市

生石鼻
おいしのはな

東方沖において、転覆した。 

３８三協丸は、甲板員２人が死亡し、引船により、和歌山県和歌山下津港に向けて

被えい
．．

航中、沈没した。 

 

＜原因＞ 

本事故は、徳島・鳴門地域に強風、波浪注意報及び瀬戸内海に海上風警報が発表さ

れている状況下、３８三協丸が、淡路島生石鼻東方において、阪神港大阪区に向けて



約９kn の速力で波高約２～３ｍ、波周期約５秒の波を右舷側から受けて単独で航行

中、４.７°以上の舵角となる右舵を取ったため、ブルワーク上端が没水する角度を

超える左舷側への傾斜が生じて復原しにくい状況となり、更に波浪を受け、左舷側へ

転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

押船３８三協
さんきょう

丸は、船長ほか甲板員２人が乗り組み、徳島県徳島小松島港から阪

神港大阪区に向けて航行中、平成２５年５月２７日１４時５０分ごろ、兵庫県洲本
す も と

市

生石鼻
おいしのはな

東方沖において、転覆した。 

３８三協丸は、甲板員２人が死亡し、引船により、和歌山県和歌山下津港に向けて

被えい
．．

航中、沈没した。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２５年５月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか２人の船舶事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２５年５月２８日～３０日、７月２２日、２３日、１１月２０日 口述聴取 

平成２５年６月３日、１２月４日、５日 現場調査及び口述聴取 

平成２５年９月１０日 回答書受領 

 

1.2.3 調査の委託 

３８三協丸の復原性及び転覆に至るメカニズムに関する調査を、独立行政法人海

上技術安全研究所に委託した。 

 

1.2.4 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 事故発生までの経過 

３８三協丸（以下「本船」という。）の船長（以下「船長Ａ」という。）及び三協

産業株式会社（以下「Ａ社」という。）の担当者の口述によれば、次のとおりで 

あった。 

本船は、船長Ａ及び甲板員２人（以下、それぞれ「甲板員Ａ1」及び「甲板員Ａ2」
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という。）が乗り組み、空船の１,４００ｍ３積土運船Ｓ－１３１２（以下「本件土

運船」という。）を回航するため、平成２５年５月２７日０３時５０分ごろ大阪府

大阪市大正区の係留地を出発し、０４時１０分ごろ、大阪市此花区酉島
とりしま

桟橋におい

て、係留されていた本件土運船を船首部に連結を行い、徳島小松島港に向けて約７

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で船長Ａの操船により、押航を開始

した。 

船長Ａは、携帯電話でＡ社に対し、０８時５０分ごろ、０４時に出発し、徳島小

松島港への入港予定が１２時ごろであると連絡した。 

本船は、１２時００分ごろ、徳島小松島港の末広岸壁に着き、本件土運船を離し

た後、１２時１０分ごろ阪神港大阪区に向けて単独で航行を開始した。 

船長Ａは、１２時２０分ごろ、徳島小松島港の港界付近において、針路を友ヶ島

水道に向け、速力を約９kn として手動操舵で航行中、甲板員Ａ1 及び甲板員Ａ2 に

操船を代わり、仮眠をとるために降橋した。船長Ａは、往航で沼島
ぬ し ま

と淡路島の間を

航行したので、復航でも沼島と淡路島の間を航行しており、また、機関回転数を下

げたときの音の変化を感じなかったので、約９kn の速力で航行を続けていると 

思った。 

船長Ａは、居室で仮眠中、左舷側に突然大きく傾いたため、居室を出て甲板へ出

るために水密扉を開けようとしたが、水圧で開けることができなかった。その後、

本船は左舷側へ転覆した。船長Ａは、傾斜してから転覆するまで余り時間は掛かっ

ていないと感じた。 

船長Ａは、操舵室と居室は電話がつながっているが、操舵室から異常を知らせる

連絡はなく、船体が傾斜する前、衝撃や大きな揺れを感じなかった。 

 

本事故の発生日時は、平成２５年５月２７日１４時５０分ごろで、発生場所は、兵

庫県洲本市所在の生石鼻灯台から１１５°（真方位、以下同じ。）１.７km 付近で 

あった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船転覆後の状況 参照） 

 

2.1.2 事故発生後の経過 

(1) 船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

船長Ａは、転覆後、エンジンが停止し、電気が消えた中で居室に戻り、

携帯電話でＡ社等と連絡を取ろうとしたが、電波が届かず、連絡できな 

かった。居室には海水は入ってこなかったが、居室出入口の下まで浸水し

ていた。船長Ａは、居室で毛布にくるまっていたとき、船底をたたく音が

聞こえ、たたき返したところしばらくして水密扉が開き、潜水士が入って
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きて船外に脱出し、救助された。船長Ａは、転覆してから救助されるまで、

１時間以上はあったと思った。 

(2) 和歌山海上保安部の情報によれば、捜索等の状況は、次のとおりであった。 

① 海上保安庁は、５月２７日１５時１５分ごろ航行中のパイロットボート

から転覆船があるとの１１８番通報を受け、監視取締艇１隻、巡視艇２隻、

巡視船２隻及び航空機１機を出動させた。転覆した本船を発見したとき、

本船の舵はほぼ中央であった。１７時１４分ごろ海上保安官が転覆した本

船の船内居住区で船長Ａを発見して救助した。１７時３８分ごろから４４

分ごろの間において、甲板員Ａ1及び甲板員Ａ2が、本船の操舵室から救助

され、巡視艇により、和歌山下津港に入港し、その後、救急車により、病

院へ搬送されたものの、死亡した。（写真２－１参照） 

② 本船は、２２時２０分ごろＡ社の手配した引船により、和歌山下津港に

向けて被えい
．．

航が開始されたが、２２時５５分ごろえい
．．

航索が切れて漂流

し、２３時３８分ごろ、生石鼻灯台の北東方４km 付近において、海面か

ら見えなくなった。 

 

２.２ 人の死亡に関する情報 

和歌山海上保安部の情報によれば、甲板員Ａ1及び甲板員Ａ2の死因は、溺水であっ

た。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

Ａ社担当者によれば、本船は、生石鼻灯台から０６５°３km 付近の水深約１２０

ｍの場所に沈没した。 

       

 

 

写真２－１ 本船の舵板の状況 
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２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１３年１０月２２日 

免許証交付日 平成２２年１２月１３日 

（平成２８年１０月２１日まで有効） 

甲板員Ａ1 男性 ５７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６０年６月１４日 

免許証交付日 平成２１年１０月２２日 

（平成２７年６月１３日まで有効） 

甲板員Ａ2 男性 ４９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６３年２月４日 

免許証交付日 平成２５年２月１４日 

（平成３０年４月１５日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ及びＡ社担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

① 船長Ａ 

平成１９年に本船の船長となった。本事故当時は風邪気味であり、２日

前から市販薬を服用していた。また、降圧剤を常用していた。 

② 他の乗組員 

甲板員Ａ1 は、平成２３年１月に本船の甲板員となった。本事故当時の体

調は良好であるように見えた。 

甲板員Ａ2 は、平成２５年３月に本船の甲板員となった。その前は、Ａ社

所有の他の押船に乗っていた。本事故当時の体調は良好であるように見え

た。 

甲板員Ａ1及び甲板員Ａ2は、Ａ社所有の他の押船で船長を経験しており、

押船の操船には慣れていた。 

本船の乗組員は、本船の定期検査の間は休暇を取っており、疲労はない

ように見えた。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

本船に関する情報は、次のとおりであった。 
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2.5.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  ２６０－４５５７６大阪 

船 籍 港  大阪府大阪市 

船 舶 所 有 者  土砂船舶有限会社 

船 舶 借 入 人  Ａ社 

総 ト ン 数  １９トン 

Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １６.００ｍ×５.５０ｍ×２.００ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関２基 

出 力  ７３５.５kＷ／基 合計１,４７１kＷ 

推 進 器  固定ピッチプロペラ２個 

進 水 年 月  平成１９年９月 

用 途   押船兼引船 

航 行 区 域   沿海区域 

最大搭載人員  船員３人、その他の乗船者３人計６人  

第２回定期検査  平成２５年５月９日 

 

2.5.2 構造及び設備 

船長Ａ及びＡ社担当者の口述並びに一般配置図及び船体写真によれば、次のとお

りであった。 

(1) 操舵室 

操舵室は、土運船等と一体となった場合、船首方の視界を確保するため、

上甲板上に櫓
やぐら

を設け、その上に設置されているため、室内は非常に狭かっ

た。 

また、船首側に操舵スタンド等が船尾側には棚がそれぞれあり、中央に

操船用の固定式の椅子が設置されており、通路は狭く、操舵室内を移動し

た場合に体が舵輪に接触する可能性があった。 

(2) 航海設備 

操舵室内には、操舵スタンド、自動操舵装置、ＧＰＳプロッター、レー

ダー、ＶＨＦ等が装備されていたが、傾斜計、風向風速計、ＥＰＩＲＢ*1及

                         
*1 「ＥＰＩＲＢ」（浮揚型極軌道衛星利用非常位置指示表示無線標識）とは、人工衛星に向けて遭

難信号を発するブイ方式の無線装置であり、船舶が沈没したときに水圧センサーが働いて自動的に

浮揚し、遭難信号を発信する自動式のもの及び乗組員が手動で発信スイッチをＯＮにする持ち運び

式のものがある。 
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びレーダートランスポンダ*2はなかった。 

(3) 居住区 

居住区は、船首部の上甲板下にあり、３つの居室に分かれていた。居住

区の出入口は櫓の下にあり、水密扉が取り付けられていた。水密扉から階

段を下りた正面の船首方向にある居室を船長Ａは使用していた。 

(4) その他 

本事故発生前、本船の船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ

た。 

（付図２ 本船の一般配置図、写真２ 本事故発生前の本船の状況（１）、写真３ 

本事故発生前の本船の状況（２） 参照） 

 

2.5.3 Ａ船の燃料等の積載状態及び喫水の状況 

船長Ａ及びＡ社担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

本事故当時の燃料等の残量は、燃料が約１０kℓであり、清水は約１５kℓであった。 

また、徳島小松島港の出港時の喫水は、船首約１.３ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

 

2.5.4 舵の特性 

本船は、土運船等と連結した状態で良好な操縦性能を得るために舵面積が大きく、

小舵角でも舵効は良かったが、船体を傾斜させる力も大きくなっていた。 

（表１参照） 

 

2.5.5 操舵の状況 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

                         
*2 「レーダートランスポンダ」とは、船舶等のレーダーから発射された電波を受信し、遭難者から

の信号であることを示す符号を付して応答電波を送信する装置であり、その電波を受信した船舶の

レーダー画面に遭難位置を表示させるものである。 

 
舵数 

Ｎ 

舵面積 

Ａｒ(m
2) 

船長 

Ｌ(m) 

喫水 

ｄ(m) 

舵面積比 

Ｎ・Ａr／Ｌｄ 

本船（１９トン押船） ２ １.８４ １６.０ １.６０ ０.１４４ 

１９トン漁船 １ １.４４ １９.０ ２.１０ ０.０３６１ 

１９トン引船 １ １.７４ １５.０ １.３５ ０.０８５９ 

１９トン引船 １ ２.００ １５.０ １.５０ ０.０８８９ 

表１ 舵面積比の比較 
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単独で航行する場合、舵効きが良く、船体が大きく傾斜するので、舵は５°程度

までしか取らないようにし、また、舵を取れば、すぐ戻すようにして大舵を取らず

に変針を行っていた。また、このような操舵方法を乗組員に伝え、甲板員Ａ１及び

甲板員Ａ２も理解していた。 

 

2.5.6 同型船の構造及び設備 

(1) Ａ社担当者の口述によれば、本船の姉妹船の５８三協丸（以下「同型船」

という。）が建造され、平成２０年１月に進水した。 

(2) 同型船の船長及び本船に乗船経験のある甲板員の口述並びに同型船の船体

写真によれば、次のとおりであった。 

① 同型船の操舵室は、本船と同様に通路は狭く、操舵スタンドの前に操船

用の椅子が置かれていた。 

② 単独で航行する場合、船長Ａと同様に大舵としないように気を付け、舵

角５°以下で行っていた。 

③ 同型船には、風向風速計、レーダートランスポンダ、ＡＩＳ送信機及び

ＥＰＩＲＢが設置されていた。ＥＰＩＲＢは、操舵室の外側のハンドレー

ルに設置されており、自動離脱装置がないので、緊急時には手動でスイッ

チを入れる必要があった。 

（写真４ 同型船、写真５ 同型船の操舵室、写真６ 同型船のＥＰＩＲＢ設置位

置 参照） 

   

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

(1) 本事故発生場所の北東約３.９km に位置する友ヶ島灯台における観測値は、

次のとおりであった。 

日付 時刻 風向 風速（m/s） 

５月２７日（月） 

１４時２５分 南南西 ７ 

１４時５５分 南南西 ８ 

１５時２５分 南南西 ６ 

(2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、友ヶ島水道の潮流は、５月２７日１４

時０７分が南流の最強時で流速は３.１kn であり、１７時０７分に南流から

北流に転じた。本事故当時の潮流は、南流２.８knであった。 
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2.6.2 気象庁の発表した防災気象情報 

(1) 本事故当時、神戸海洋気象台（現神戸地方気象台）が瀬戸内海に発表した

風に関する海上警報は、次のとおりであった。 

 

発表日時 警報  

５月２６日 

１７時３５分 
海上風警報*3 

気圧の傾きが急になっている。 

瀬戸内海では豊後水道及び紀伊水道で南東又

は南の風が強く最大風速は３０kn（１５m/s） 

２３時３５分 海上風警報 

気圧の傾きが急になっている。 

瀬戸内海では豊後水道で南東又は南の風が強

く最大風速は３０kn（１５m/s） 

２７日 

０５時３５分 
海上風警報 

気圧の傾きが急になっている。 

瀬戸内海では豊後水道及び紀伊水道で南東又

は南の風が強く最大風速は３０kn（１５m/s） 

１１時３５分 海上風警報 

気圧の傾きが急になっている。 

瀬戸内海では南東又は南の風が強く最大風速

は３０kn（１５m/s） 

 

(2) 本事故当時、徳島地方気象台が徳島・鳴門地域に発表した風及び波浪に関

する注意報は、次のとおりであった。 

５月２７日０４時２６分発表  

強風、波浪注意報*4 

風 ２７日昼前から２７日夜のはじめ頃まで 南の風 

  最大風速 陸上 １２m/s 海上 １５m/s 

波 ２７日昼前から２７日夜のはじめ頃まで 

  波高 ３メートル 

 

                         
*3 「海上風警報」とは、海上で風速が２８kn以上３４kn未満（１３.９m/s以上１７.２m/s未満。風

力階級は７）の状態に既になっているか、又は２４時間以内にその状態になると予想される場合に

発表する警報のことをいう。 

*4 「強風、波浪注意報」とは、徳島地方気象台の警報・注意報発表基準一覧表によれば、徳島・鳴

門では、平均風速１５m/s以上、有義波高３ｍ以上に達すると予想される場合に発表される注意報

のことをいう。 
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2.6.3 一般財団法人日本気象協会の局地波浪推算データベースの推算値 

標記データベースにおいて、本事故発生場所付近（地点１：北緯３４°１４′東

経１３４°５８′、地点２：北緯３４°１４′東経１３４°５６′、地点３：北緯

３４°１６′東経１３４°５８′）における２７日１４時から１６時の推算値は、

次のとおりであった。 

 

2.6.4 乗組員等の観測 

(1) 船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

往航時、風は弱く白波は見えなかった。また、操業中の漁船を認めた。

復航時、徳島小松島港界付近で操船を交代したとき、沖の方に白波等を見

なかった。また、居室で休んでいるときには、波等による揺れをほとんど

感じなかった。 

(2) 転覆した本船を発見したパイロットボートの船長の口述によれば、次のと

おりであった。 

風向は南、風速は６～７m/s、波高は２～３ｍ、波周期は５秒前後であっ

た。潮流は南流で風と反対であり、三角波*5が発生していた。自船は、通常

１８kn で航行するが、１０kn 程度に減速して航行していた。漁船が操業で

きるような状況ではなく、漁船を認めなかった。 

 

2.6.5 潮流と波浪の関係 

文献*6によれば、次のとおりである。 

                         
*5
 「三角波」とは、進行方向の異なる波がぶつかったときにできる峰のとがった波をいう。 

*6
 文献：磯崎一郎著、「波浪学のＡＢＣ」、成山堂書店、２００６年８月発行、pp.34-35 

 時刻 波高（ｍ） 波周期（ｓ） 波向（°） 風向（°） 風速（m/s） 

地
点
１ 

１４時 ０.８９ ４.７ １７８.５ １８１.０ ６.６ 

１５時 ０.８１ ４.８ １７８.２ １７４.８ ６.５ 

１６時 ０.７４ ４.９ １７７.７ １７１.３ ５.２ 

地
点
２ 

１４時 ０.９５ ４.９ １７４.１ １８０.０ ６.２ 

１５時 ０.８７ ５.０ １７３.７ １７４.６ ６.１ 

１６時 ０.８１ ５.１ １７３.３ １７０.８ ５.０ 

地
点
３ 

１４時 ０.８２ ４.７ １７７.４ １８１.９ ６.２ 

１５時 ０.７７ ４.８ １７７.２ １７９.３ ６.６ 

１６時 ０.７０ ４.９ １７６.９ １７４.２ ５.３ 
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流れに逆らって吹く強風で発達する波は相対的に風が強まり、また、流れがない

場合よりも群速度が遅くなり、実効的に強風の吹走距離が長くなって、一層大きな

波ができます。それに加えて、波長が短くなりますので、波形勾配が急峻になって

海面は一層荒れた状態になります。 

 

２.７ 船舶の運航管理等に関する情報 

(1) 船長Ａ及びＡ社担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ社は、５月２９日の朝までに本件土運船を大阪から徳島小松島港に回航す

ることを依頼され、Ａ社担当者が船長Ａに５月２４日にその旨を伝えた。船長

Ａは、テレビで天気を確認したところ、５月２８日から荒れるとの予報が出て

いたため、２７日に出発することを決めた。 

船長Ａは、２７日の出発前に天候を確認したところ、遅くなるほど荒れる予

報となっていたため、甲板員Ａ1及び甲板員Ａ2と相談し、０７時の出発予定を

早めることとしたが、瀬戸内海に海上風警報が発表されていることは知らな 

かった。船長Ａは、出発後、最新の気象情報を入手しておらず、徳島・鳴門地

域に強風、波浪注意報が発表されていることを知らなかった。Ａ社担当者は、

船長Ａに対し、帰りを急ぐ必要はないと話していた。 

(2) 本件土運船の回航を依頼した会社に提出した回航計画書によれば、次のとお

りであった。 

① 出発は、船長ＡとＡ社担当者が天候等の状況を考慮して決定する。 

② 押航を中止する気象等の条件は、次のとおりとする。 

・風速 １０m/s以上 

・波高 １.５ｍ以上 

・視界 １,０００ｍ以下 

   

２.８ 類似の事故 

当委員会の報告書によれば、押船が単独で航行中に転覆した事例は２件であった。 

(1) 押船（総トン数１９トン）は、神奈川県横浜市本牧沖を航行中、平成２４年

６月１３日、右舷から海水が流入して復原力が減少し、右舷正横寄りの風と波

を受け、左傾斜が増大して転覆した。 

(2) 押船（総トン数１９トン）は、沖縄県糸満市喜屋武
き ゃ ん

埼東方沖を航行中、平成

２３年１１月１０日、左舷船首から連続して打ち込んだ海水が後部甲板に滞留

して復原力が減少し、引き返そうと左に回頭したところ左舷側に傾き、更に波

を受け転覆した。 
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２.９ Ａ船の復原性及び転覆に関する調査 

独立行政法人海上技術安全研究所による調査結果は、概略次のとおりであった。 

2.9.1 同型船による実船計測 

本船の復原性能及び操舵による横傾斜角の推定のため、同型船による傾斜試験、

旋回試験及び操舵試験を実施した。 

(1) 船体状態及び復原性能 

傾斜試験及び乾舷*7の計測から推定した燃料及び清水がほぼ満載の試験時

の同型船の状態（以下「試験状態」という。）及び試験時から本船の事故発

生時の燃料の積載状況等を考慮して推定した同型船の状態（以下「事故状

態」という。）を表２に示す。また、各状態の復原力曲線*8を図１に示す。

図１では、排水量の増加により、復原てこ（ＧＺ）の最大値及び最大とな

る横傾斜角が減少していることが示された。喫水が深くなることにより、

予備浮力*9が減少していることが影響していると考えられる。 

表２ 船の状態 

  試験状態 事故状態 

排水量 Ｗ（ｔ） １４１.１１ １２９.２１ 

重心高さ ＫＧ（ｍ） １.９９ ２.０３ 

重心の前後位置 mid－Ｇ（ｍ） ２.１２ １.１９ 

船尾喫水 ｄａ（ｍ） ２.２４ １.８５ 

船首喫水 ｄｆ（ｍ） １.１３ １.４８ 

平均喫水 ｄｍ（ｍ） １.６８ １.６６ 

トリム τ（ｍ） １.１１ ０.３７ 

メタセンタ高さ*10 Ｇ０Ｍ（ｍ） ０.７６ ０.７０ 

ブルワーク*11上端 

が没水する角度 
φｂ（°） １５.７ ２０.７ 

重心の前後位置（mid－Ｇ)：船体中央からの船首尾方向の重心位置（＋：船首方） 

メタセンタ高さ（Ｇ０Ｍ）：燃料等の自由表面影響による見かけの重心上昇（ＧＧ０）を考慮 

                         
*7 「乾舷」とは、上甲板上面から喫水線までの垂直距離をいう。 

*8 「復原力曲線」とは、船体横傾斜角に対する復原てこ（ＧＺ：横傾斜を元に戻そうとする偶力の

てこの長さ）の値をグラフ化したものをいう。 

*9  「予備浮力」とは、喫水線以上の密閉空間の容積に相当する浮力のことをいう。  

*10 「メタセンタ高さ」とは、浮体の重心から浮体が直立して釣り合っているときの浮力の作用線と、

横方向にごく僅かに傾けたときの浮力の作用線との交点であるメタセンタまでの高さをいう。 

*11 「ブルワーク」とは、暴露甲板の舷側に沿って設けられた波よけの側壁をいう。 
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(2) 操舵に伴う横傾斜角 

旋回試験及び操舵試験時に計測

した舵角と横傾斜角の関係は図２

のように示される。横軸は舵角で

あり、正が右舵を表している。縦

軸は横傾斜角を表しており、正は

左舷側への傾斜を表している。図

中に線形近似式を示している。実

船計測結果から旋回特性等を求め、

本事故発生時の船速、Ｇ０Ｍ、ＫＧを

用いて事故状態時の舵角と横傾斜の関係を求めれば、図３のように表され

る。 
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図１ 復原力曲線 

図２ 舵角と横傾斜角 
の関係（実船計測） 

図３ 本船における舵角と横傾斜角の関係 
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2.9.2 波浪中の操舵による横傾斜と転覆の関係 

平均波周期４.８秒、有義波高*12２.０ｍの波浪中を速力９kn、波の主方向との出

会い角６２～６３°で航行しているとき、事故状態の横傾斜角を推定した結果は、

次のとおりであった。 

不規則波浪中での横揺れ応答の統計的予測を行い、２００回に１回の出現頻度で

発生する最大横揺れ角（以下「最大横揺れ角」という。）を評価すれば、事故状態

では１５.６°となる。なお、本事故発生場所付近の波周期から、出会い波２００

波に１波の高波の出会い頻度は約２２分に１回の頻度に相当する。最大横揺れ角の

揺れの発生と右舵による横傾斜の発生のタイミングが重なった場合の横傾斜角をエ

ネルギバランスの考え方を用いて推定した結果を図４及び表３に示す。図４中のａ

は傾斜方向のエネルギ、ｂは復原方向のエネルギを示しており、エネルギバランス

の考え方を用いれば、ａとｂの面積が等しくなる角度まで船体は横傾斜する。 

舵角は、 

① ブルワーク上端が没水する限界の舵角 

② 転覆する限界の舵角 

の２種類について推定した。表３では、ブルワーク上端が没水する舵角を黄色で

示し、転覆する舵角を赤色で示した。ブルワーク上端が没水すれば、ブルワークが

抵抗となるため、復原しにくくなり、引き続く波の作用で転覆につながる危険性が

高くなる。なお、図４の右図において、舵角が９.７°より大きくなれば、ａの面

積＞ｂの面積となって転覆する。 

 

 

 

                         
*12 「有義波高」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高い方から順に全体の１／３

の個数の波を選び、これらの波高を平均化したものをいう。 
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表３ 事故状態の横傾斜角 

舵角 
操舵に伴う

横傾斜角 
横傾斜角 

① ４.７° １.８° ２０.７°（=φｂ） 

② ９.７° ４.１° ３４.９° 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、平成２５年５月２７日０４時１０分ごろ本件土運船を船首に連結

して大阪市此花区酉島桟橋を出発し、１２時００分ごろに徳島小松島港に入

港したものと考えられる。 

(2) 本船は、本件土運船を徳島小松島港で離した後、１２時１０分ごろ阪神港

大阪区に向けて同港を出発したものと考えられる。 

(3) 本船は、友ヶ島水道に向ける針路とし、約９kn で航行中、左舷側に傾き、

その後、転覆した可能性があると考えられる。 

(4) 船長Ａ、甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２は、救助されたが、甲板員Ａ１及び甲板

員Ａ２が死亡した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、本船は、徳島小松島港の港界から友ヶ島水道に向ける針路とし、約

９kn で往航時と同様に淡路島と沼島の間を航行した可能性があると考えられるこ

とから、針路は約０６０°であり、本事故の発生日時は、平成２５年５月２７日 

１４時５０分ごろで、発生場所は、生石鼻灯台から１１５°１.７km 付近であった

可能性があると考えられる。 

 

3.1.3 死亡者の状況 

2.1.2(2) 及び２.２から、甲板員Ａ1及び甲板員Ａ2は、操舵室内で救助されたも

のと考えられるが、死亡し、死因は溺水であった。 
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３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

２.４から、船長Ａ、甲板員Ａ1 及び甲板員Ａ2 は適法で有効な操縦免許証を有し

ていた。また、甲板員Ａ1及び甲板員Ａ2の健康状態は、良好であったものと考えら

れる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

2.5.2(4)から、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えら

れる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

２.６から、次のとおりであった。 

天気は曇り、風速約７～８m/s の南南西の風が吹き、波向は南、波高は約２～３

ｍ、波周期は約５秒であった。また、潮流は南流約２.８kn であったものと考えら

れる。 

神戸海洋気象台は、２６日以降、瀬戸内海に海上風警報を、徳島地方気象台は、

２７日０４時２６分に徳島・鳴門地域に強風、波浪注意報をそれぞれ発表していた。 

 

3.2.4 本船における気象及び海象の把握状況 

２.１、２.６及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

船長Ａは、徳島小松島港に向けて出発前にテレビで天気を確認しており、５月 

２７日は、遅くなれば、荒れるとの認識はあったが、海上風警報が発表されている

ことを知らなかった。また、徳島小松島港に向けて出発後は最新の気象情報を入手

していなかったことから、徳島・鳴門地域に強風、波浪注意報が発表されているこ

とを知らなかった。 

 

3.2.5 本船の復原性に関する解析 

2.5.3 及び２.９から、同型船の復原力曲線において、復原てこの最大値及び復

原てこが最大となる傾斜角が、排水量により変化していることから、本船は、燃料

等の積載状況により、復原性が変化するものと考えられる。 

 

3.2.6 本船の操舵に伴う傾斜角の解析 

2.5.4、2.5.5 及び２.９から、本船は、土運船等と一体となった状態で良好な操

縦性を確保するため、舵面積比については、同等な船型の漁船の約４.０倍、引船

の約１.６倍となっており、単独航行時には、舵角５°で２.０°、１０°で   
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４.３°、２０°で８.８°の外方傾斜が生じたものと考えられる。 

 

3.2.7 波浪中における操舵による横傾斜と転覆に係る解析 

2.9.2 及び 3.2.3 から、有義波高２.０ｍ、波周期４.８秒の波浪中で４.７°以

上の舵角とした場合、ブルワーク上端が没水し、復原しにくくなり、引き続く波の

作用で転覆する危険性が高まると評価されることから、本船は、波高約２～３ｍ、

波周期約５秒の波を右舷側から受けて航行中、４.７°以上の舵角となる右舵を 

取った際、ブルワーク上端が没水する角度を超える左舷側への傾斜が生じ、ブル 

ワークが抵抗となって復原しにくくなり、更に波浪を受けて左舷側へ転覆したもの

と考えられる。 

転覆に至った操舵の状況及び転覆して発見された際の本船の舵がほぼ中央であっ

た理由については、明らかにすることができなかった。 

 

3.2.8 安全管理に関する解析 

2.5.2(2)、2.6.4(1)、２.７及び 3.2.4から次のとおりであった。 

(1) Ａ社は、徳島小松島港までの回航時は、回航計画書を作成して押航中止の

気象等の条件を定めていたが、阪神港大阪区への航行時には航行中止基準が

なかったものと考えられる。 

(2) Ａ社担当者は、船長Ａに対し、帰りは急ぐ必要はないと伝えていたものと

考えられる。 

(3) Ａ社は、押船が単独航行時には操舵による傾斜が押航時に比べて大きく、

波浪中における舵角の状況によっては転覆する危険性があることを理解し、

操舵法を船長に周知するとともに、航行中止基準を設定し、この基準を船長

が遵守するために必要な最新の気象及び海象情報の提供を行い、航行中には

気象及び海象の変化に注意させ、早期避難等の措置を定め、安全航行に努め

ることが必要である。 

 

3.2.9 救助の状況に関する解析 

２.１、２.２及び 2.5.6(2)から、次のとおりであった。 

本船は、転覆していたところ、航行中のパイロットボートに発見され、１１８番

通報が１５時１５分ごろに行われ、巡視船等が出動し、船長Ａは船内居住区から、

甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２は操舵室からそれぞれ救助されたものと考えられるが、

甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２は死亡した。 

船長Ａは、居室で仮眠中に傾斜したことから、居室から出ようとしたが、水密扉

が開かず、居室内に閉じ込められ、本船が転覆し、携帯電話でＡ社等と連絡を取ろ
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うとしたものの、電波が届かず、本事故の発生を通報することができなかったもの

と考えられる。また、ＥＰＩＲＢは、設置されていなかった。本事故においては、

事故発生の約２５分後に航行中の船舶に発見されたため、船長Ａは救助されたが、

事故の発生を迅速、確実に救助機関に通報できるよう、ＥＰＩＲＢを設置すること

は有効であるものと考えられる。 

このため、同型船ではＥＰＩＲＢは、操舵室の外のハンドレールに自動離脱装置

のないタイプのものが設置されているが、本事故のような場合、ＥＰＩＲＢを作動

させることができないことが予想されるので、ＥＰＩＲＢの積付け場所、積付け方

法及び自動離脱装置の整備について、押船の事故の様態を検討し、事故時に迅速に

ＥＰＩＲＢを作動させることができるように措置することが望まれる。 

 

3.2.10 事故発生に関する解析 

２.１、２.５、２.６、２.９及び 3.2.5～3.2.7から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、徳島・鳴門地域に強風、波浪注意報及び瀬戸内海に海上風警報が

発表されている状況下、５月２７日１２時１０分ごろ徳島小松島港から阪神

港大阪区に向けて出発し、友ヶ島に向ける約６０°の針路として約９kn の

速力により、単独で航行した可能性があると考えられる。 

(2) 本船は、淡路島生石鼻東方を波高約２～３ｍ、波周期約５秒の波を右舷側

から受けて航行中、４.７°以上の舵角となる右舵を取ったことから、ブル

ワーク上端が没水する角度を超える左舷側への傾斜が生じ、ブルワークが抵

抗となって復原しにくくなり、更に波浪を受けて左舷側へ転覆した可能性が

あると考えられる。 

(3) 本船は、転覆し、甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２が死亡した。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、徳島・鳴門地域に強風、波浪注意報及び瀬戸内海に海上風警報が発表さ

れている状況下、本船が、淡路島生石鼻東方において、阪神港大阪区に向けて約９kn

の速力で波高約２～３ｍ、波周期約５秒の波を右舷側から受けて単独で航行中、  

４.７°以上の舵角となる右舵を取ったため、ブルワーク上端が没水する角度を超え

る左舷側への傾斜が生じて復原しにくい状況となり、更に波浪を受け、左舷側へ転覆

したことにより発生した可能性があると考えられる。 
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５ 再発防止策 
 

本事故は、本船が、淡路島生石鼻東方において、阪神港大阪区に向けて約９kn の

速力で波高約２～３ｍ、波周期約５秒の波を右舷側から受けて単独で航行中、   

４.７°以上の舵角となる右舵を取ったため、ブルワーク上端が没水する角度を超え

る左舷側への傾斜が生じて復原しにくい状況となり、更に波浪を受け、左舷側へ転覆

したことにより発生した可能性があると考えられる。 

本船は、燃料等の積載状況によっては、復原性が低下する傾向にあり、荒天におい

ては、波浪により、大きな横傾斜が発生しやすい。また、押船は、土運船等と一体と

なった状態で良好な操縦性が確保できるよう、舵が設計されているため、単独航行時

には舵の影響で傾斜しやすい。 

このため、本事故のように波浪中を単独で航行する場合、舵角の状況によっては転

覆する危険性がある。 

したがって、Ａ社は、押船の単独航行時の注意事項として以下の項目をマニュアル

等で定め、船長に対し、遵守するように指導する必要がある。 

① 燃料等の積付け制限 

② 航行中止基準（気象、海象等） 

③ 最新の気象情報等の提供並びに航行中の気象及び海象の変化に対する対応措置 

④ 操舵法（制限舵角、船体傾斜を防止する徐々の変針等） 
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 付図１ 事故発生経過概略図 

付図２ 本船の一般配置図 

沼島 
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写真１ 本船転覆後の状況 

写真２ 本事故発生前の本船の状況（１） 

写真３ 本事故発生前の本船の状況（２） 
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写真４ 同型船 

写真６ 同型船のＥＰＩＲＢ設置位置 

写真５ 同型船の操舵室 
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